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〈レポート〉農林水産業

の時点では公表されていなかった課税方法は、

税制改正大綱に示されており、国会を通過す

れば、17年度から施行予定である。

3　実質的な税負担は現状の1.8倍に

税制改正大綱によれば、対象となる農地は

「農業委員会による農地中間管理機構の農地中

間管理権の取得に関する協議の勧告を受けた

遊休農地」とされている。

すなわち、①農業委員会による利用状況調

査②利用状況に応じた所有者への利用意向調

査③意向調査に基づく指導勧告といった３段

階のステップを経た後でも、生産再開ないし

貸出対応がみられない農地が課税強化の対象

となる。また、機構の活用拡大が前提になっ

ているため、機構が対象とする農業振興地域

内の農地に限られる。

現状の固定資産税額は、農地の売買価格に

農地売買の特殊性を考慮して設定された補正

率0.55（「農地の限界収益修正率」と呼ばれてい

る）をかけ合わせた農地評価額（課税標準額）に

対して、1.4％の固定資産税率をかけて計算さ

れている（第１図）。

1　機構の活用拡大を目的とする課税強化

2015年12月に閣議決定された「平成28年度

税制改正の大綱」（以下「税制改正大綱」）には、

遊休農地に対する固定資産税の課税強化が明

記されている。この改正は、農地中間管理機

構（以下「機構」）の活用拡大を目的としている。

以下、こうした改正が検討された経緯と内容

を整理したい。

2　改正案の検討経緯

農林水産省は、機構設立前の13年頃から、

農地の出し手向けの施策をメリット、デメリ

ット両面から検討していた。このうち、農地

集積協力金などの出し手にとってのメリット

については機構設立と同時に実施されている。

一方、不作付地に対する負担増などのデメリ

ット措置は、具体的な内容に合意が得られな

かったことから、実施が見送られてきた。

しかし、機構の初年度実績が当初目標の19

％にとどまったことで、農地の出し手の不足

がさらに問題視され、課税強化の具体化が再

検討された。

農林水産省作成による当初案は「耕作放棄

地」を対象としていたが、15年５月27日の規

制改革会議農業ワーキング・グループと産業

競争力会議を経て、「遊休農地等」に対象が変

更された後、「『日本再興戦略』改訂2015」（15

年６月）に「遊休農地等に係る課税の強化・軽

減等についても検討し、農地集積・集約化に

全力を挙げる」として盛り込まれている。そ
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資料　財務省「平成28年度税制改正の大綱」
（注）　修正率の適用除外は、協議勧告を受けた遊休農地を対象。

第1図　税制改正大綱における課税額の計算方法

農地の売買価格 ×0.55（農地の限界収益修正率）

×1.4%（固定資産税率）

適用除外

農地評価額
（課税標準額）

農林中金総合研究所 
http://www.nochuri.co.jp/



農中総研　調査と情報　2016.3（第53号） 3

強化の対象となる農用地区域
（注3）
に存在している

（第１表）。さらに、条件の一つである利用意

向調査の実施面積は、全体の３割程度の3.8万

haにとどまっており、課税対象となる農地は

最大でも3.8万haである。

今回の改正によって固定資産税の負担額は

1.8倍となるが、一般農地（田）で予想される負

担増加額は10aあたり千円程度である。そのた

め、「耕作放棄が無償ではないというメッセー

ジになるが、即効性はない」という評価
（注4）
をは

じめ、機構の活用拡大には結びつかないとす

る意見も多い。

実際のところ、遊休農地は中山間地など条

件不利地域に多く存在している。そういった

地域では、農地の出し手の不足より受け手の

不足が機構の活用が進まない理由にあげられ

るはずである。新たな担い手の創出・育成を

含め、農地の受け手の不足が解決されない限

り、機構活用拡大に対して出し手に向けた施

策だけでは限界があるといえよう。
（いしだ　かずき）

一方、今回の改正では、農地の課税標準額

が低いことを「優遇税制の一つ
（注1）
」とみなす考

え方に基づき、「農地の限界収益修正率」の適

用を除外し、「課税標準額＝農地の売買価格」

で課税額を計算することになる。この結果、農

地の固定資産税負担額は現状の1.8（≒ 1/0.55）

倍に増加する。

固定資産税は財産や資産の所有によって見

込まれる担税力に応じて設定されるべきであ

り、農地の場合は純収益が一つの基準とされ

ている。農地の売買価格が純収益に見合って

いた1950年代までは、農地の売買価格を課税

標準額とする方法で実質的に純収益に見合っ

た課税額となっていた。しかし、純収益のト

レンドと乖
かい

離
り

して売買価格が高騰したため、

純収益と乖離して課税されるケースが増え、

その対策として修正率による調整が導入され

たのである
（注2）
。

そのため、修正率の水準自体は農業への優

遇を目的に設定された値ではない。しかし、

この点は説明されず、課税強化の方針が出さ

れている。

4　対象面積と影響額

市町村および農業委員会による14年度の現

地調査によれば、全国に13万ha存在している

遊休農地のうち、６割にあたる7.5万haが課税

（注 1）規制改革会議 農業ワーキング・グループ（第
24回）・産業競争力会議 実行実現点検会合（第23

回）合同会合時における本間委員の発言。
（注 2）以上の経緯は、第46回国会衆議院地方行政委
員会議録第七号（1964）に詳しい。

（注 3）農用地区域とは、農業振興地域整備計画のな
かで、おおむね10年を見通して農用地等として利
用すべきとされた農地として設定された区域を指
す。

（注 4）日本経済新聞（15年 7月30日朝刊）における大
泉一貫氏のコメント。

第1表　遊休農地面積と予想される負担増加額

遊休農地面積（14年）
うち

農用地区域に
存在する面積

資料　農林水産省「平成26年の荒廃農地の面積について」
（注） 1　表中の遊休農地は「再生利用が可能な荒廃農地」。
 2　（　）内は遊休農地面積に対する面積の割合。
 3　予想される負担増加額は、一般農地・田を対象とした総研試算

額。総務省「平成26年度　固定資産の価格等の概要調書」の
データを用いて、第１図に沿った計算を実施した。
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